
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－１公共壱丁目（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内外 

 

３ 工  種 ： 土木工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年 ６月  ２日から 

令和 ４年 ９月３０日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
３０，５３３，８００円 ３１，５２２，７００円 

工事概要 

工事延長 L=258.8ｍ 

汚水管布設工（PRPφ200mm） 251.6ｍ 

組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工       8箇所 

【内副管設置工】       2箇所 

 

付帯工             1式 

工事延長 L=257.7ｍ 

汚水管布設工（PRPφ200mm） 251.4ｍ 

組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工       7箇所 

【内副管設置工】       1箇所 

【（新規）外副管設置工】   2箇所 

付帯工             1式 

【（新規）試掘工】      6箇所 

 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。 
〇現地踏査の結果、6-1 路線において既設水道管φ75mm の埋設深さに、当初設計

と現地に相違が確認され、現地の埋設深さを確認する必要が生じたため、試掘工

を増加する。（6 箇所増） 
〇試掘調査の結果、 
・6-1 路線及び 6-3 路線において、既設水道管が汚水管布設の支障となるため、汚

水管の管底高さを変更する。これに伴い、内副管設置工の減少及び外副管設置工

を増加する。（1 箇所減、2 箇所増） 
・9-2 路線において、台帳に記載のない埋設管が確認され、No.6-1-1 マンホールの

支障となるため、設置位置を変更する。これに伴い、9-2 路線を廃止し１号マン

ホールを減少するとともに、6-1 路線の延長を変更する。（1 箇所減、0.2m 増） 
・6-3 路線において、ガス引込み管が確認され、No.6-2-3 マンホールの支障となる

ため、設置位置を変更する。これに伴い、6-2 路線の延長を変更する。 
（0.4m 減） 
 
以上の結果、増額変更とする。 


